
■新規成長・雇用吸収分野等訓練コース 厚生労働省　緊急人材育成支援事業
２２－１３－０２－００－２３４７

基礎演習コース
受講料無料

受講生
募集中

一定の要件を満たす方は訓練・生活支援給付金（10万円）の支給も受ける
ことができます。※生活給付金は裏面の条件に合う方に支給されます。

■訓練期間 23 年 3月 28 日 ～ 23 年 9 月 14 日（6か月）

■訓練時間 9：00 ～ 15：40

■定員  20 名

■募集期間 平成 23 年 2月 7日（月）～平成 23 年 2月 28 日（月）

  ※土日を除く毎日 午前 10 時～午後 4時

■選考日 平成 23 年 3月 2日（水）

■選考方法 面接　【選考結果通知日】3月 4日（金）

■お申込 最寄りのハローワーク（公共職業安定所）で受付をし、

　　　　　　　　その後、下記お問い合わせ先へ必ずご連絡ください。

■自己負担額 教材費の一部（９２３９円）及び、交通費

■お問合せ先 訓練実施機関名　株式会社特進スクール

　　　　　　　　（電話でのお問合せは午前 10 時～午後 4時）

  TEL 03-6423-2541　　FAX 03-6423-2542

■訓練および選考場所 

　　　　　　　れんせい会　駅南教室

　　　　　　　杉並区浜田山 2-19-7 小林ビル 2F

　　　　　　　京王井の頭線浜田山駅徒歩 1分

＜訓練内容＞

●実技

パソコン基礎（インターネット、メールなど）

パソコン応用（ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬなど）

ビジネス文書、営業の基本知識、ビジネス

マナー、総務の仕事、経理の基本と実務、

視覚デザインの基礎、コミュニケーション

講座、自己分析人間関係スキル、職業人意識、

地球環境に役立つ仕事、旅行業界の基礎知

識

●学科

社説読解、数学 ( 思考力・図学 )、一般常識・

時事用語

※教材費の一部として 9239 円かかります。

訓練及び

選考場所

れんせい会

駅南教室

新宿・渋谷・吉祥寺から 10 分！



厚生労働省　緊急人材育成支援事業　基礎演習コース　基礎演習科
２２－１３－０２－００－２３４７

●コミュニケーション講座（環境の整備 信頼の獲得 アサーショントレーニングなど）
●職業人意識（企業組織の仕組み担当業務の取り組み）
●ビジネスマナー（社会人としての基本　挨拶　身だしなみ）
●自己分析人間関係スキル（自己アピール、自己分析、履歴書の書き方など）
●パソコン基礎（キータッチ・インターネット・メールなど）
●パソコン応用（文書作成と表計算の基礎と演習）
●ビジネス文書（ビジネス文書の書き方演習）
●営業の基本知識（営業の基本知識）
●総務の仕事（はじめての総務の仕事）
●経理の基本と実務（経理の仕事　基本と実務）
●地球環境に役立つ仕事（地球環境・エコの基礎知識）
●旅行業界の基礎知識（旅行観光ガイド・ツアープランナーの基礎知識）
●視覚デザインの基礎（レイアウトから造形の原則をマスターする）

●はば広い分野でス
キルを身につける
コースです。
●パソコンを使った
授業が 180時間以
上設定されていま
す。

■訓練･生活支援給付金　職業訓練を受講している間、毎月以下の額が支給されます。

      被扶養者のいる方・・・１２万円      単 身 者 ・・・１０万円
　※ 欠席･遅刻･早退等で、訓練への出席率が毎月８割に満たない場合、それ以後の生活給付金は支給されません。

訓練及び選考場所　れんせい会　駅南教室（杉並区浜田山 2-19-7 小林ビル 2階）

京王井の頭線浜田山駅徒歩 1分　お問い合わせ 03-6423-2541（平日　午前 10 時～午後 4時）

■ 訓練･生活給付金の資格要件　
以下のすべてに該当する方が訓練･生活支援給付の支給対象となる方です。 
①ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方（申請時点の前年の状況によります）
④申請時点で年収見込みが２００万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが３００万円以
下の方。
⑤世帯全体で保有する金融資産が８００万円以下である方
⑥現在住んでいる以外に土地･建物を所有していない方
⑦過去３年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方
⑧国及び地方公共団体等の類似の給付・貸付を利用していない方
※一定の要件を満たした方に支給されます。※選考の結果、合格された方は、現在の住
所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨・訓練・生活支援給付を希望される
方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。※応募者が最低実施人数に満たない
コースについては訓練の実施を中止する場合があります。※年収要件では、前月に高い
収入があっても、その後離職などによって年収見込み 200 万円以下になるようであれば
認められることがあります。※世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除い
て 300 万円以下であれば認められます。※主たる生計者・年収の要件が一部緩和されて

おりますので、詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

■この職業訓練は下記の通りです。
１. 訓練番号 22-13-02-00-2347２. 訓練コース名：新規

成長･雇用吸収分野等訓練コース（基礎演習コース）３. 

訓練科名：基礎演習科　４. 対象･受講要件：キーボー

ド入力ができる方　５. 訓練終了後の関連職種： IT･営

業･販売･事務･経理分野　６. 仕上がり像：社会人とし

て必要な一般知識やコミュニケーションスキル、IT ス

キルの基礎を習得し、多様な実践訓練コースの選択を

可能にする　７ . 修了後に取得できる資格：受講者の

任意でパソコン検定３級の受験が出来る

■ 応募者が最低実施人数に満たない場合は、訓練の実

施を中止する場合があります。

■ 選考の結果、合格された方は、現在の住所又は居住

を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練･生活給

金の受給を希望される方は受給資格認定申請書の提出

をお願いいたします。

募集期間　平成 23年 3月 28 日～平成 23 年 9月 14 日

訓練及び

選考場所

れんせい会

駅南教室

新宿・渋谷・吉祥寺から 10 分！


